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(57)【要約】
【課題】生体組織及び穿刺針を良好且つ高画質な画像を
提供すること。
【解決手段】穿刺術において被検体内の穿刺針の位置及
び刺入方向を観察するために利用される超音波診断装置
であって、被検体内について第１の送受信設定で第１の
超音波スキャンを実行することで複数の第１の超音波デ
ータを取得し、被検体内について第２の送受信設定で第
２の超音波スキャンを実行することで複数の第２の超音
波データを取得し、第３の送受信設定で第３の超音波ス
キャンを実行することで複数の第３の超音波データを取
得するデータ取得ユニットと、第１の超音波データを用
いて生体組織が表示されている組織画像を生成し、第２
の超音波データと第３の超音波データとを用いた画像処
理に基づき穿刺針が表示されている穿刺画像を生成し、
組織画像と穿刺画像とを用いて、生体組織と穿刺針とが
映像化された合成画像を生成する画像生成ユニットと、
を具備する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿刺術において被検体内の穿刺針の位置及び刺入方向を観察するために利用される超音
波診断装置であって、
　前記被検体内について第１の送受信設定で第１の超音波スキャンを実行することで複数
の第１の超音波データを取得し、前記被検体内について第２の送受信設定で第２の超音波
スキャンを実行することで複数の第２の超音波データを取得し、第３の送受信設定で第３
の超音波スキャンを実行することで複数の第３の超音波データを取得するデータ取得ユニ
ットと、
　前記第１の超音波データを用いて生体組織が表示されている組織画像を生成し、前記第
２の超音波データと前記第３の超音波データとを用いた画像処理に基づき前記穿刺針が表
示されている穿刺画像を生成し、前記組織画像と前記穿刺画像とを用いて、前記生体組織
と前記穿刺針とが映像化された合成画像を生成する画像生成ユニットと、
　前記合成画像を表示する表示ユニットと、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
旧８に対応
　前記画像処理は、画素値の比較処理、加算処理、差分処理、平均化処理のいずれかであ
る請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
今回追加
　前記データ取得ユニットは、前記第２及び第３の送受信の間では、オブリーク角度が異
なるように送受信条件を制御し、
　前記画像生成ユニットは、前記組織画像と前記穿刺画像との差分に基づき前記穿刺画像
を生成する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
旧２
　前記第１乃至第３の送受信設定は、送信波形、送信手法、送信周波数、送受信遅延時間
、受信中心周波数、受信周波数帯域、電子スキャン方向に対する送受信角度、スライス方
向への送受信角度、スライス方向のビーム厚を含む請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記画像生成ユニットは、複数の前記第２の超音波データおよび複数の前記第３の超音
波データ群を用いて、前記穿刺画像を生成する請求項１記載の超音波診断装置
【請求項６】
　前記データ取得ユニットは、
　前記被検体内の第１の領域について前記第２の超音波スキャンを実行し、
　前記被検体内の前記第１の領域とは異なる第２の領域について前記第３の超音波スキャ
ンを実行する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記画像生成ユニットは、前記複数の第１の超音波データを用いた加算処理、差分処理
、最大値投影処理、最小値投影処理、平均化処理のうちの少なくともいずれかを実行し、
前記第１の画像を生成する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記データ取得ユニットは、パルスサブトラクション法を用いて前記第１の超音波スキ
ャンを実行することで、前記複数の第１の超音波データを取得し、
　前記画像生成ユニットは、前記パルスサブトラクション法によって取得された前記複数
の第１の超音波データを用いた加算処理又は差分処理を実行し、前記組織画像を生成する
請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記データ取得ユニットは、オブリーク角が異なる複数の前記第２の送受信を実行する
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ことで、各オブリーク角に対応する前記複数の第２の超音波データを取得し、
　前記画像生成ユニットは、前記穿刺針の角度に基づいて選択された前記複数のオブリー
ク角のいずれかに対応する前記複数の第２の超音波データと、前記第３の超音波データと
、を用いた前記画像処理により、前記穿刺画像を生成する請求項１記載の超音波診断装置
。
【請求項１０】
　前記画像処理は、画素値の比較処理、最大値保持処理、加算処理、差分処理、平均化処
理のいずれかである請求項９記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記データ取得ユニットは、オブリーク角＝０を含む前記複数の第２の送受信を実行す
ることで、各オブリーク角に対応する前記複数の第２の超音波データを取得し、
　前記画像生成ユニットは、前記オブリーク角＝０に対応する前記第２の超音波データを
、前記第３の超音波データとして前記画像処理を実行する請求項９記載の超音波診断装置
。
【請求項１２】
　前記データ取得ユニットは、前記穿刺針の角度に応じて前記複数のオブリーク角及び当
該複数のオブリーク角の数のうちの少なくとも一方を制御する請求項請求項９記載の超音
波診断装置。
【請求項１３】
　穿刺術において被検体内の穿刺針の位置及び刺入方向を観察するために利用される超音
波診断装置を制御する方法であって、
　前記被検体内について第１の送受信設定で第１の超音波スキャンを実行して複数の第１
の超音波データを取得し、
　前記被検体内について第２の送受信設定で第２の超音波スキャンを実行することで複数
の第２の超音波データを取得し、
　第３の送受信設定で第３の超音波スキャンを実行することで複数の第３の超音波データ
を取得させるデータ取得し、
　前記第１の超音波データを用いて生体組織が表示されている組織画像を生成し、
　前記第２の超音波データと前記第３の超音波データとを用いて前記穿刺針が表示されて
いる穿刺画像を生成し、
　前記組織画像と前記穿刺画像とを用いて、前記生体組織と前記穿刺針とが映像化された
合成画像を生成し、
　前記合成画像を表示すること、
　を具備する超音波診断装置制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　特に超音波ガイド下穿刺において、生体の画質を落とさずに針の視認性を向上させるた
めの超音波診断装置及び超音波診断装置制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動や胎児
の動きの様子がリアルタイム表示で得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査が行え
るほか、システムの規模がＸ線、ＣＴ、ＭＲＩなど他の診断機器に比べて小さく、ベッド
サイドへ移動していっての検査も容易に行えるなど簡便である。また、超音波診断はＸ線
などのように被曝の影響がなく、産科や在宅医療等においても使用することができる。
【０００３】
　また、超音波診断装置は、画像診断のみばかりでなく、例えば肝細胞癌の局所治療法と
してラジオ波焼灼療法(ＲＦＡ)や肝細胞組織を検査する生検等においても用いられる。こ
れらの治療、検査においては、穿刺針を用いて、腫瘍などの関心部位に正確に穿刺が行わ
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れるため、超音波診断装置を用いて、関心領域及び穿刺針がリアルタイムでモニタリング
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特願２０１１－０８１９８６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の超音波診断装置を穿刺術のモニタリングに利用する場合、以下の
点において十分ではない。
【０００６】
　まず、従来の超音波診断装置によって提供される通常の超音波画像を用いてモニタリン
グしながら穿刺術を行う場合、病変の位置や針の侵入角度の影響で針が見えにくくなるこ
とがある。係る場合、針を動かした際の組織の動きなどを見ながら穿刺針の位置等を間接
的に把握するといった具合に、医師の経験や知識に頼るところが大きいのが実情である。
【０００７】
　また、例えば図１４に示す様に、オブリークスキャン（超音波ビームが針に垂直に当た
るようにビーム角度を調整したスキャン）によって得られた画像Ａと、（オブリークスキ
ャンを行わない）通常の超音波スキャンによって得られた画像Ｂとを用い、画像Ｂから画
像Ａを差分することで針を抽出した画像Ｃを作成し、画像Ａと画像Ｃを加算した画像を用
いて、穿刺術における超音波画像モニタリングを行うという技術がある（特許文献１参照
）。しかしながら、当該技術を用いる場合でも、上記オブリークスキャンを実行した場合
、ビーム形状などの問題からグレーティングローブが発生し、その結果画像内にアーチフ
ァクトが発生してしまうことがある。また、超音波ビームが針に垂直に当たるようにオブ
リークスキャンを行っても、針の位置がスキャン断面から少しでも外れていると、結局針
を好適に映像化することができない場合がある。
【０００８】
　上記事情を鑑みてなされたもので、穿刺術を行う場合において、生体組織及び穿刺針を
良好且つ高画質な画像にてモニタリング可能な超音波診断装置及び超音波診断装置制御方
法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一実施形態に係る超音波診断装置は、穿刺術において被検体内の穿刺針の位置及び刺入
方向を観察するために利用される超音波診断装置であって、前記被検体内について第１の
送受信設定で第１の超音波スキャンを実行することで複数の第１の超音波データを取得し
、前記被検体内について第２の送受信設定で第２の超音波スキャンを実行することで複数
の第２の超音波データを取得し、第３の送受信設定で第３の超音波スキャンを実行するこ
とで複数の第３の超音波データを取得するデータ取得ユニットと、前記第１の超音波デー
タを用いて生体組織が表示されている組織画像を生成し、前記第２の超音波データと前記
第３の超音波データとを用いた画像処理に基づき前記穿刺針が表示されている穿刺画像を
生成し、前記組織画像と前記穿刺画像とを用いて、前記生体組織と前記穿刺針とが映像化
された合成画像を生成する画像生成ユニットと、前記合成画像を表示する表示ユニットと
、を具備するものである。
【００１０】
　一実施形態に係る超音波診断装置制御方法は、穿刺術において被検体内の穿刺針の位置
及び刺入方向を観察するために利用される超音波診断装置を制御する方法であって、前記
被検体内について第１の送受信設定で第１の超音波スキャンを実行して複数の第１の超音
波データを取得し、前記被検体内について第２の送受信設定で第２の超音波スキャンを実
行することで複数の第２の超音波データを取得し、第３の送受信設定で第３の超音波スキ
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ャンを実行することで複数の第３の超音波データを取得させるデータ取得し、前記第１の
超音波データを用いて生体組織が表示されている組織画像を生成し、前記第２の超音波デ
ータと前記第３の超音波データとを用いて前記穿刺針が表示されている穿刺画像を生成し
、前記組織画像と前記穿刺画像とを用いて、前記生体組織と前記穿刺針とが映像化された
合成画像を生成し、前記合成画像を表示すること、を具備するものである。
【発明の効果】
【００１１】
　以上述べた構成によれば、穿刺術を行う場合において、生体組織及び穿刺針を良好且つ
高画質な画像にてモニタリング可能な超音波診断装置及び超音波診断装置制御方法を実現
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１のブロック構成図を示している。
【図２】図２は、本穿刺術支援機能に従う処理（穿刺術支援処理）の流れを示したフロー
チャートである。
【図３】図３は、図２のステップＳ２～Ｓ７の処理を概念的に示した図である。
【図４】図４は、一次元アレイプローブを用いた場合のレンズ方向のビーム幅の一例を示
した図である。
【図５】図５は、二次元アレイプローブを用いた場合のレンズ方向のビーム幅の一例を示
した図である。
【図６】図６は、変形例２に係るステップＳ３の処理を説明するための図である。
【図７】図７は、変形例２に係るステップＳ４の処理を説明するための図である。
【図８】図８は、変形例３に係るステップＳ３の処理を説明するための図である。
【図９】図９は、変形例４に係るステップＳ４の処理を説明するための図である。
【図１０】図１０は、本実施形態に係る超音波診断装置の効果を説明するための図である
。
【図１１】図１１は、第２の実施形態に係る穿刺術支援処理概念的に示した図である
【図１２】図１２は、第２の実施形態の変形例１に係る穿刺術支援処理概念的に示した図
である
【図１３】図１３は、第２の実施形態の変形例２に係る穿刺術支援処理概念的に示した図
である
【図１４】図１４は、従来の超音波診断装置における処理を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明において、略同一の機能及
び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う
。
【００１４】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１のブロック構成図を示している。同図に示
すように、本超音波診断装置１は、超音波プローブ１２、入力装置１３、モニター１４、
超音波送信ユニット２１、超音波受信ユニット２２、Ｂモード処理ユニット２３、ドプラ
処理ユニット２４、ＲＡＷデータメモリ２５、ボリュームデータ生成ユニット２６、画像
処理ユニット２８、表示処理ユニット３０、制御プロセッサ（ＣＰＵ）３１、穿刺術支援
画像生成ユニット３２、記憶ユニット３３、インタフェースユニット３５を具備している
。以下、個々の構成要素の機能について説明する。
【００１５】
　超音波プローブ１２は、被検体に対して超音波を送信し、当該送信した超音波に基づく
被検体からの反射波を受信するデバイス（探触子）であり、その先端に複数に配列された
圧電振動子、整合層、バッキング材等を有している。圧電振動子は、超音波送信ユニット
２１からの駆動信号に基づきスキャン領域内の所望の方向に超音波を送信し、当該被検体
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からの反射波を電気信号に変換する。整合層は、当該圧電振動子に設けられ、超音波エネ
ルギーを効率良く伝播させるための中間層である。バッキング材は、当該圧電振動子から
後方への超音波の伝播を防止する。当該超音波プローブ１２から被検体Ｐに超音波が送信
されると、当該送信超音波は、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射さ
れ、エコー信号として超音波プローブ１２に受信される。このエコー信号の振幅は、反射
することになった不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。また、送信され
た超音波パルスが、移動している血流で反射された場合のエコーは、ドプラ効果により移
動体の超音波送受信方向の速度成分に依存して、周波数偏移を受ける。なお、本実施形態
に係る超音波プローブ１２は、超音波振動子が所定の方向に沿って配列された一次元超音
波プローブを用いる場合を例とする。
【００１６】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領
域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１にとりこむための各
種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を有している。また、入力
装置１３は、後述する管腔近傍血流描出機能において、診断部位を入力するための専用ス
イッチ、映像化に用いるカラーデータの範囲を制御するための専用ツマミ、ボクセルの透
明度（不透明度）を制御するための専用ツマミ等を有している。
【００１７】
　モニター１４は、表示処理ユニット３０からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学
的情報や、血流情報を画像として表示する。
【００１８】
　超音波送信ユニット２１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等
を有している。トリガ発生回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒
）で、送信超音波を形成するためのトリガパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路
では、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅
延時間が、各トリガパルスに与えられる。パルサ回路は、このトリガパルスに基づくタイ
ミングで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００１９】
　超音波受信ユニット２２は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、遅延回路、加
算器等を有している。アンプ回路では、プローブ１２を介して取り込まれたエコー信号を
チャンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたアナログのエコー信号をデジタ
ルエコー信号に変換する。遅延回路では、デジタル変換されたたエコー信号に対し受信指
向性を決定し、受信ダイナミックフォーカスを行うのに必要な遅延時間を与え、その後加
算器において加算処理を行う。この加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向か
らの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビー
ムが形成される。
【００２０】
　Ｂモード処理ユニット２３は、受信ユニット２２からエコー信号を受け取り、対数増幅
、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する。
【００２１】
　ドプラ処理ユニット２４は、受信ユニット２２から受け取ったエコー信号から血流信号
を抽出し、血流データを生成する。血流の抽出は、通常ＣＦＭ（Color Flow Mapping）で
行われる。この場合、血流信号を解析し、血流データとして平均速度、分散、パワー等の
血流情報を多点について求める。
【００２２】
　ＲＡＷデータメモリ２５は、Ｂモード処理ユニット２３から受け取った複数のＢモード
データを用いて、三次元的な超音波走査線上のＢモードデータであるＢモードＲＡＷデー
タを生成する。また、ＲＡＷデータメモリ２５は、ドプラ処理ユニット２４から受け取っ
た複数の血流データを用いて、三次元的な超音波走査線上の血流データである血流ＲＡＷ
データを生成する。なお、ノイズ低減や画像の繋がりを良くすることを目的として、ＲＡ
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Ｗデータメモリ２５の後に三次元的なフィルタを挿入し、空間的なスムージングを行うよ
うにしてもよい。
【００２３】
　ボリュームデータ生成ユニット２６は、ＲＡＷ－ボクセル変換を実行することにより、
ＲＡＷデータメモリ２５から受け取ったＢモードＲＡＷデータから、Ｂモードボリューム
データ血流ボリュームデータを生成する。
【００２４】
　画像処理ユニット２８は、ボリュームデータ生成ユニット２６から受け取るボリューム
データに対して、ボリュームレンダリング、多断面変換表示（ＭＰＲ：multi planar rec
onstruction）、最大値投影表示（ＭＩＰ：maximum intensity projection）等の所定の
画像処理を行う。なお、ノイズ低減や画像の繋がりを良くすることを目的として、画像処
理ユニット２８の後に二次元的なフィルタを挿入し、空間的なスムージングを行うように
してもよい。
【００２５】
　表示処理ユニット３０は、画像処理ユニット２８において生成・処理された各種画像デ
ータに対し、ダイナミックレンジ、輝度（ブライトネス）、コントラスト、γカーブ補正
、ＲＧＢ変換等の各種を実行する。
【００２６】
　制御プロセッサ３１は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超音波診断装
置本体の動作を制御する。制御プロセッサ３１は、記憶ユニット３３から後述する穿刺術
支援出機能を実現するための専用プログラムを読み出して自身が有するメモリ上に展開し
、各種処理に関する演算・制御等を実行する。
【００２７】
　穿刺術支援画像生成ユニット３２は、後述する穿刺術支援出機能に基づいて、穿刺術を
支援するための画像を生成する。
【００２８】
　記憶ユニット３３は、後述する穿刺術支援出機能を実現するための専用プログラムや、
診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、送受信条件、スペックル除去機
能を実現するためのプログラム、ボディマーク生成プログラム、映像化に用いるカラーデ
ータの範囲を診断部位毎に予め設定する変換テーブル、その他のデータ群が保管されてい
る。また、必要に応じて、図示しない画像メモリ中の画像の保管などにも使用される。記
憶ユニット３３のデータは、インタフェースユニット３５を経由して外部周辺装置へ転送
することも可能となっている。
【００２９】
　インタフェースユニット３５は、入力装置１３、ネットワーク、新たな外部記憶装置（
図示せず）に関するインタフェースである。当該装置によって得られた超音波画像等のデ
ータや解析結果等は、インタフェースユニット３２よって、ネットワークを介して他の装
置に転送可能である。
【００３０】
　（穿刺術支援機能）
　次に、本超音波診断装置１が有する穿刺術支援機能について説明する。この機能は、超
音波診断装置を用いて生体組織及び穿刺針をモニタリングしながら穿刺術を行う場合にお
いて、穿刺針から外れないように超音波による被走査領域を設定しつつ、生体組織と穿刺
針とが常に良好に映像化された穿刺術支援画像を生成し提供するものである。
【００３１】
　図２は、本穿刺術支援機能に従う処理（穿刺術支援処理）の流れを示したフローチャー
トである。以下、当該フローチャートに示す各ステップにおいて実行される処理の内容に
ついて説明する。
【００３２】
　［患者情報等の入力、穿刺術支援モードの選択：ステップＳ１］
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　操作ユニット３３を介して患者情報、検査情報等の入力、本穿刺術支援機能が実行され
る穿刺術支援モードの選択が実行される（ステップＳ１）。入力、選択された各種情報は
、自動的に記憶装置２９に記憶される。また、制御ユニット３１は、穿刺術支援モードの
選択操作に応答して、穿刺術支援機能を実行するためのプログラムを起動させる。
【００３３】
　［生体高精細画像Ａの取得：ステップＳ２］
　次に、組織ハーモニックイメージング等、生体組織が良好に描出されるイメージング法
或いは送受信設定にて超音波送受信が実行され、生体組織が高精細に映像化された生体高
精細画像Ａが取得される（ステップＳ２）。なお、生体高精細画像Ａは組織ハーモニック
イメージングにより撮像された画像に限られず、基本波成分を周波数帯域に含む受信信号
を用いて撮像された画像であっても構わない。更に、必要に応じて、複数フレーム（複数
ボリューム）に亘る超音波データを用いた加算処理、差分処理、最大値投影処理、最小値
投影処理、平均化処理のうちの少なくともいずれかを実行し、生体高精細画像Ａを生成す
るようにしてもよい。この複数フレーム（複数ボリューム）に亘る超音波画像も同様に、
組織ハーモニックイメージングにより撮像された画像を用いても、基本波成分を周波数帯
域に含めて撮像された画像を用いても構わない。
【００３４】
　また、組織ハーモニックイメージングの撮像手法として、パルスサブトラクション法（
極性あるいは位相の異なるパルスを複数加算して高調波帯域の受信データを得る手法）を
用いても構わない。この場合のパルス加算数に特に限定はなく、任意のパルス数を用いて
よい。
【００３５】
さらに、パルスサブトラクション法を実行して複数フレーム（複数ボリューム）に亘る超
音波データを取得し、これらを用いた加算処理、差分処理を実行し、生体高精細画像Ａを
生成するようにしてもよい。
【００３６】
　［穿刺針強調画像Ｂを取得：ステップＳ３］
　次に、比較的低い周波数の送信波形を用い、映像化には受信信号のうち送信波形の周波
数の基本波成分を用いるなど、可能な限り送信時及び受信時のグレーティングローブが抑
制され、かつ送受信方向を実質的に針の長手方向の垂直方向とするオブリークスキャンを
実行することによって、穿刺針強調画像Ｂを取得する（ステップＳ３）。
【００３７】
　なお、送受信設定は上記内容に拘泥されず、例えば、使用する超音波プローブ１２の超
音波振動子のエレメントピッチ、超音波振動子の送受信周波数特性、オブリーク角度等の
うちの少なくとも一つを用いて送受信条件を制御することができる。特に、グレーティン
グローブが出現しないようにするためには、以下の式を満たせばよいことが理論的に知ら
れている。
【００３８】
　d < λ/(1 + sinθM)　　　　　　　　　（１）
ここで、ｄ、λ、θMはそれぞれエレメントピッチ[mm]、波長[mm]、メインローブの走査
角度(オブリーク角度、方位角度)[rad.]である。本ステップS３では、条件式（１）を満
たすように、制御プロセッサ３１が自動的に或いは入力装置１３からのマニュアル入力に
よって送信波形の波長（または周波数）および受信中心周波数、受信周波数帯域を設定す
るようにする。しかしながら、場合によっては、条件式（１）を満たす送受信条件が存在
しないこともある。係る場合には、条件式（１）等を基準として、可能な限り画像内にグ
レーティングローブが入らない条件を選択するようにすることが好ましい。
【００３９】
　オブリーク角度は、超音波ビームが垂直もしくは垂直に近い角度で穿刺針に送信される
ように設定されることが好ましい。穿刺アダプタを用いる場合には、アダプタを基準とす
る穿刺針の角度を超音波診断装置に登録することで、超音波画像上に穿刺針のガイド線を
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表示することができる。係る場合には、制御プロセッサ３１は、登録された穿刺針の角度
に基づいて、オブリーク角度を自動的に決定する。位置センサによって穿刺針の位置や方
向を検出する場合には、制御プロセッサ３１は、当該位置センサによって検出される位置
等に基づいてオブリーク角度を自動的に決定する。また、穿刺アダプタによる穿刺針角度
の登録や位置センサ等を用いない場合であっても、例えば超音波画像上の穿刺針を一般的
なエッジ検出手法や線分検出手法等を用いて検出し、当該穿刺針の方向を基準としてオブ
リーク角度を自動的に決定してもよい。さらに、超音波画像上の穿刺針の方向を基準とし
て、入力装置１３からのマニュアル入力によってオブリーク角度を設定、調整するように
してもよい。
【００４０】
　［生体組織画像Ｃを取得：ステップＳ４］
　次に、メインローブの走査角度を０とし、走査角度以外の送受信条件は穿刺針強調画像
Ｂを取得した際の条件（すなわち、ステップＳ３において設定された送受信条件）と実質
的に同一とする超音波送受信を実行して、生体組織画像Ｃが作成される（ステップＳ４）
。
【００４１】
　なお、ステップＳ３とステップＳ４の実行順序は、必要に応じて入れ替えることが可能
である。また、ステップＳ３における超音波走査領域とステップＳ４における超音波走査
領域とは、同一である必要はない。すなわち、ステップＳ３においては、穿刺針を強調し
て映像化するという目的に合致するように超音波走査領域を設定すればよく、一方、ステ
ップＳ４においては、穿刺針強調画像Ｂに含まれている組織を相殺するという目的に合致
するように（例えば、少なくとも穿刺針強調画像Ｂに含まれている組織領域を含むように
）超音波走査領域を設定すればよい。
【００４２】
　［画像Ｂ、画像Ｃを用いて穿刺針抽出画像Ｄを生成：ステップＳ５］
　次に、穿刺術支援画像生成ユニット３２は、穿刺針強調画像Ｂと生体組織画像Ｃとを用
いた画像処理により、穿刺針抽出画像Ｄを生成する（ステップＳ５）。例えば、穿刺術支
援画像生成ユニット３２は、穿刺針強調画像Ｂの輝度値と生体組織画像Ｃの輝度値とを空
間的に対応する位置毎で比較し、生体組織画像Ｃの輝度値が大きい場合は０を、穿刺針強
調画像Ｂの輝度値が大きい場合は画像Ｂの輝度値を、各位置毎に割り当てることで、穿刺
針抽出画像Ｄを生成する。これにより、穿刺針抽出画像Ｄ上の穿刺針に対応する位置には
穿刺針強調画像Ｂに含まれる穿刺針の輝度値が割り当てられ、一方、穿刺針抽出画像Ｄ上
の穿刺針以外の領域には輝度値０が割り当てられることになる。従って、穿刺針抽出画像
Ｄは、穿刺針を抽出して良好に映像化したものとなる。
【００４３】
　なお、穿刺針抽出画像Ｄの生成方法は、上記のような輝度値の比較に限定されない。例
えば、穿刺針強調画像Ｂの輝度値と生体組織画像Ｃの輝度値とを空間的に対応する位置毎
で平均化、或いは加減算処理（加算処理、差分処理）等を実行し、得られた値を各位置の
輝度値として割り当てることで、穿刺針抽出画像Ｄを生成するようにしてもよい。
【００４４】
　また、穿刺針抽出画像Ｄを生成する前処理として、例えば穿刺針或いは生体組織が強調
（或いは抑制）されるように、穿刺針強調画像Ｂ及び生体組織画像Ｃの少なくとも一方に
つき、ゲイン及びダイナミックレンジの少なくとも一方を調整するようにしてもよい。穿
刺針などの硬化な物質と生体組織との間では、音響インピーダンスの差が非常に大きくな
る。このため、穿刺針からの反射信号は、生体組織の反射信号に比べて非常に大きなもの
となり、穿刺針強調画像Ｂにおいては、周囲の生体組織に比べて穿刺針が高輝度に表示さ
れる。従って、例えば穿刺針強調画像Ｂのゲインを生体組織画像Ｃに対して低めにするこ
とで、或いは穿刺針強調画像Ｂの組織と生体組織画像Ｃの組織とが同じ程度の明るさにな
るようにゲイン補正することで、穿刺針抽出画像Ｄを生成する際に生体組織に対応する位
置の輝度を０にすることができる。その結果、穿刺針抽出画像Ｄの生成において高輝度領
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域に対応する穿刺針を効果的に抽出することができる。
【００４５】
　［生体高精細画像Ａ、穿刺針抽出画像Ｄを用いて穿刺術支援画像Ｅを生成・表示：ステ
ップＳ６、Ｓ７］
　次に、穿刺術支援画像生成ユニット３２は、穿刺針が良好に映像化された穿刺針抽出画
像Ｄと生体組織が高精細に映像化された生体高精細画像Ａとを用いて、穿刺術支援画像Ｅ
を生成する（ステップＳ６）。具体的には、穿刺術支援画像生成ユニット３２は、生体の
みが高精細に映像化されている生体高精細画像Ａの輝度値と穿刺針が抽出されている穿刺
針抽出画像Ｄの輝度値とを空間的に対応する位置毎で比較し、各位置において大きい方の
輝度値を割り当てることで、穿刺術支援画像Ｅを生成する。これにより、穿刺術支援画像
Ｅは、良好な画質の生体高精細画像Ａ上に高輝度の針画像が重なって表示されている画像
となる。また、穿刺針抽出画像Ｄと生体高精細画像Ａとを用いた加算処理、差分処理、最
大値投影処理、最小値投影処理、平均化処理のうちの少なくともいずれかを実行すること
で、穿刺術支援画像Ｅを生成するようにしてもよい。
【００４６】
　穿刺術支援画像Ｅの生成方法は、上記のような輝度値の比較に限定されない。例えば、
穿刺針抽出画像Ｄの輝度値と生体高精細画像Ａの輝度値とを空間的に対応する位置毎で平
均化、加減算処理等を実行し、得られた値を各位置の輝度値として割り当てることで、穿
刺術支援画像Ｅを生成するようにしてもよい。また、穿刺術支援画像Ｅの作成前に、穿刺
針抽出画像Ｄ及び生体高精細画像Ａのうちの少なくとも一方について、ゲイン及びダイナ
ミックレンジの少なくとも一方を調整するようにしてもよい。例えば、穿刺針抽出画像Ｄ
は、高輝度な針だけが表示されてものであることが望ましい。しかしながら、実際にステ
ップＳ５において生成される穿刺針抽出画像Ｄには、生体組織像が少なからず残ってしま
うことが想定される。係る場合、例えば穿刺針抽出画像Ｄのダイナミックレンジを狭くす
ることで組織領域からの信号を抑制又は消去し、ゲインを上げることで穿刺針に対応する
領域を高輝度に光らせることができる。なお、係るゲイン、ダイナミックレンジの調整は
、穿刺針抽出画像Ｄの輝度に関するヒストグラムを生成し、生成されたヒストグラムを用
いた閾値処理等によって自動的に、或いは入力装置１３からのマニュアル操作によって手
動的に実行することができる。
【００４７】
　［穿刺術中における穿刺術支援画像生成・表示の繰り返し：ステップＳ８］
　上述したステップＳ２～Ｓ７の処理は、穿刺術中において逐次繰り返し実行される。
【００４８】
　図３は、図２のステップＳ２～Ｓ７の処理を概念的に示した図である。同図に示す様に
、ステップＳ２～Ｓ７のそれぞれに対応する各処理が実行され、穿刺術支援画像Ｅは逐次
最新のものに更新され表示される。術者は、リアルタイムに表示される穿刺術支援画像Ｅ
を観察することで、生体組織と穿刺針との相対位置関係を容易に視認することができる。
【００４９】
　（変形例１）
　上記実施形態においては、超音波プローブ１２が一次元アレイプローブである場合を例
とした。これに対し、超音波プローブ１２として１．５次元次元アレイプローブ或いは二
次元アレイプローブを採用するようにしてもよい。これにより、一次元アレイプローブを
用いた場合のレンズ方向（スライス方向）のビーム幅（図４参照）に比して、二次元アレ
イプローブを用いた場合のレンズ方向のビーム幅（図５参照）を厚くして、穿刺針強調画
像群Ｂｎ、生体組織画像Ｃを撮像することができる。その結果、穿刺針の位置が超音波プ
ローブ１２の真下から少しずれた場合であっても、穿刺針を常に好適に映像化することが
可能となる。
【００５０】
　なお、穿刺針を映像化するという目的からすれば、生体組織画像Ｃの撮像においては、
レンズ方向のビームを厚くする必要はないように思える。しなしながら、穿刺針強調画像
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群Ｂｎと生体組織画像Ｃとの生体組織領域の空間分解能は可能な限り同じでなければ、穿
刺針抽出画像Ｄを作成する際に生体組織が大きく残ってしまうことになる。係る観点から
、穿刺針強調画像群Ｂｎの撮像においてレンズ方向のビーム幅を厚くした場合には、生体
組織画像Ｃの撮像においても同じようにレンズ方向のビーム幅を厚くすること（穿刺針強
調画像群Ｂｎの撮像におけるビーム幅と同じにすること）が望ましい。
【００５１】
　（変形例２）
　超音波プローブ１２として、二次元アレイプローブを用いる場合、ステップＳ３、Ｓ４
、Ｓ５の処理を次のようにしてもよい。すなわち、ステップＳ３の処理において、図６に
示す様に、スライス方向に平行なｎ枚のオブリークスキャンによって穿刺針強調画像群Ｂ
ｎを取得し、空間的に対応する位置毎で輝度値の平均処理、或いは加減算処理等を実行し
、画像Ｂａを生成する。また、ステップＳ４の処理において、図７に示す様に、スライス
方向に平行なｎ枚の通常スキャンによって得られる通常スキャンによって生体組織画像群
Ｃｎを取得し、空間的に対応する位置毎で輝度値の平均処理、或いは加減算処理等を実行
し、画像Ｃaを生成する。こうして得られた画像Ｂa、画像Ｃaを用いて、ステップＳ５に
おいて既述の輝度値比較処理等を行うことにより、穿刺針抽出画像Ｄを生成するようにし
てもよい。
【００５２】
　また、画像Ｂaの生成の際、各画像の超音波プローブ１２の直下からの距離に応じて、
平均計算、或いは加算処理等の際の重み付けを調整することで、穿刺針が超音波プローブ
１２の直下からどの程度外れているかを視認することが可能となる。例えば、超音波プロ
ーブ１２の直下から離れるに従って重み付けを軽くすることで、穿刺針が超音波プローブ
１２の直下から離れている場合には、穿刺術支援画像Ｅの穿刺針は低い（暗い）輝度にて
表示されることになり、一方、穿刺針が超音波プローブ１２の直下に存在する場合には、
穿刺術支援画像Ｅの穿刺針は高い（明るい）輝度にて表示されることになる。術者は、穿
刺術支援画像Ｅに表示される穿刺針の輝度を基準として、超音波プローブ１２（及び走査
領域）と穿刺針との位置関係を容易に把握することができる。
【００５３】
（変形例３）
　超音波プローブ１２としてメカ４次元プローブ（一次元振動子アレイを揺動させること
により、三次元領域を経時的に走査可能なプローブ）を用いる場合、上記変形例２と同様
に、ステップＳ３、Ｓ４、Ｓ５の処理を次のようにしてもよい。すなわち、ステップＳ３
の処理において、図８に示す様に、走査断面をスライス方向に沿って煽る様に移動（揺動
）させながらオブリークスキャンを実行することで、ｎ枚の走査断面に対応する穿刺針強
調画像群Ｂｎを取得し、空間的に対応する位置毎で輝度値の平均処理、或いは加減算処理
等を実行し、画像Ｂaを生成する。また、ステップＳ４の処理において、図９に示す様に
、走査断面をスライス方向に沿って煽る様に移動（揺動）させながら通常のスキャンを実
行することで、ｎ枚の走査断面に対応する生体組織画像群Ｃｎを取得し、空間的に対応す
る位置毎で輝度値の平均処理、或いは加減算処理等を実行し、画像Ｃaを生成する。こう
して得られた画像Ｂa、画像Ｃaを用いて、ステップＳ５において既述の輝度値比較処理等
を行うことにより、穿刺針抽出画像Ｄを生成するようにしてもよい。当然ながら、変形例
２と同様の重み付け処理をすることも可能である。
【００５４】
　以上述べた超音波診断装置によれば、生体組織及び穿刺針をモニタリングしながら穿刺
術を行う場合において、図１０に示す様に、穿刺針から外れないように設定された被走査
領域を用いて穿刺針強調画像がオブリークスキャンによって取得されると共に、穿刺針強
調画像と送受信方向のみが異なる通常スキャンによって生体組織画像が取得され、穿刺針
強調画像及び生体組織画像を用いて、穿刺針抽出画像が生成される。穿刺針強調画像と生
体組織画像とは、送受信方向以外は実質的に同一の送受信条件によって取得されたもので
あるから、両者を用いて生体組織が好適に除去され穿刺針が抽出された穿刺針抽出画像を
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生成することができる。こうして得られた穿刺針抽出画像と組織ハーモニックイメージン
グ等によって得られた生体高精細画像とを用いて、高精細に映像化された生体組織と好適
に抽出された穿刺針とを含む穿刺術支援画像が生成され表示される。術者は、穿刺針と生
体組織とが常に良好に映像化された穿刺術支援画像を観察することで、感覚に頼ることな
く穿刺術を安全且つ確実に実行することができる。
【００５５】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態に係る超音波診断装置について説明する。本実施形態に係る超音
波診断装置１は、複数のオブリーク角のそれぞれに対応する穿刺針強調画像Ｂ（或いは、
穿刺針強調画像群Ｂｎ。以下、穿刺針強調画像Ｂを例とする）を取得し、被検体に刺入さ
れた穿刺針の角度に基づいて穿刺針の映像化に最適なオブリーク角に対応する穿刺針強調
画像Ｂを選択し、これを用いて穿刺針抽出画像Ｄを生成するものである。
【００５６】
　なお、本実施形態に係る穿刺術支援処理と第１の実施形態に係る穿刺術支援処理とを比
較した場合、図２のステップＳ３、ステップＳ５の処理が異なる。以下、本実施形態に係
るステップＳ３、ステップＳ５を中心に説明する。
【００５７】
　図１１は、第２の実施形態に係る穿刺術支援処理概念的に示した図である（同図におけ
るステップ番号は、図２に示したステップ番号と対応するものである）。同図に示す様に
、ステップＳ３において、複数のオブリーク角のそれぞれの対応する穿刺針強調画像Ｂが
取得される。複数のオブリーク角は、任意に設定することができる。本実施形態において
は、例えばα１＝１５°、α２＝３０°、α３＝４５°と３つのオブリーク角を採用する
ものとする。なお、各オブリーク角における送受信設定は、第１の実施形態と同様である
。
【００５８】
　同じくステップＳ３において、制御プロセッサ３１は、被検体に対する穿刺針の刺入角
度βを検出する。この穿刺針の刺入角度βの検出は、例えば、複数の穿刺針強調画像Ｂの
少なくとも一つを用いて線分検出処理等を行うことで、実現することができる。また、例
えば穿刺針アダプタに設けられた検出器によって刺入角度を検出するようにしてもよい。
さらに、制御プロセッサ３１は、検出された穿刺針の刺入角度βに基づいて、複数のオブ
リーク角に対応する複数の穿刺針強調画像Ｂから、穿刺針強調画像Ｄの生成に用いる穿刺
針強調画像Ｂを選択する。
【００５９】
　ステップＳ５において、穿刺術支援画像生成ユニット３２は、選択された穿刺針強調画
像Ｂと生体組織画像Ｃとを用いた画像処理により、穿刺針抽出画像Ｄを生成する。画像処
理の具体的な内容は、第１の実施形態と同様である。
【００６０】
　なお、ステップＳ２～Ｓ７の処理（或いは、ステップＳ３～Ｓ７の処理）は、穿刺術の
進行に伴って逐次繰り返し実行される。従って、制御プロセッサ３１は、ステップＳ３に
おいて検出される穿刺針の角度及びその時間変化に応じて、複数のオブリーク角及びオブ
リーク角の数（オブリーク方向数）のうちの少なくとも一方を制御することが望ましい。
係る場合、送受信条件は、決定された複数のオブリーク角及びオブリーク角の数に応じて
決定され制御されることになる。
【００６１】
　（変形例１）
　上記実施形態においては、オブリーク角を例えばα１＝１５°、α２＝３０°、α３＝
４５°とした。これに対し、例えば図１２に示す様に、ステップＳ３においてオブリーク
角α０＝０とするスキャンを実行する。このオブリーク角α０＝０として得られた穿刺針
強調画像Ｂは、第１の実施形態において取得された生体組織画像Ｃと等価である。従って
、ステップＳ３においてオブリーク角α０＝０をも含めた複数の穿刺針強調画像Ｂの取得
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処理を実行することで、ステップＳ４における生体組織画像Ｃの取得処理を省略すること
ができる。
【００６２】
　（変形例２）
　上記本実施形態の変形例１の様に、ステップＳ３においてオブリーク角α０＝０とする
スキャンを実行した場合には、例えば図１３に示す様に、当該オブリーク角α０＝０に対
応する穿刺針強調画像Ｂと他のオブリーク角に対応する穿刺針強調画像Ｂとの画像処理を
行った後、穿刺針の刺入角度βを検出し、穿刺針強調画像Ｄの生成に用いる穿刺針強調画
像Ｂを選択するようにしてもよい。
【００６３】
　一般に、被検体に刺入される穿刺針の角度は、手術毎に異なる。本実施形態に係る超音
波診断装置によれば、複数のオブリーク角のそれぞれに対応する穿刺針強調画像Ｂを取得
し、被検体に刺入された穿刺針の角度に基づいて穿刺針の映像化に最適なオブリーク角に
対応する穿刺針強調画像Ｂを選択し、これを用いて穿刺針抽出画像Ｄ、穿刺術支援画像Ｅ
を生成することができる。従って、穿刺術において、穿刺針を常に好適に映像化すること
ができ、穿刺術の安全性及び質の向上に寄与することができる。
【００６４】
　なお、第２の実施例およびその変形例において、複数のオブリーク画像から最適なオブ
リーク角度に対応する穿刺針強調画像Ｂを選択しているが、例えば複数のオブリーク画像
の最大値投影画像を穿刺針強調画像Ｂとして用いてもよい。穿刺角度検出は、その精度が
低い場合、最適な穿刺針強調画像を選択できない場合が想定されるため、検出を行なわず
に最大値投影を行なうことにより、必ず穿刺針が強調されている画像を作成することが可
能となる。処理は最大値と投影に限定されず、平均、加算等でもよい。
【００６５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。例えば、以下の変形例についても、本願発明の範疇に含まれる。
【００６６】
　（１）本各実施形態に係る穿刺術支援機能は、当該処理を実行するプログラムをワーク
ステーション等のコンピュータにインストールし、これらをメモリ上で展開することによ
っても実現することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることので
きるプログラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクな
ど）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納し
て頒布することも可能である。
【００６７】
　（２）上記各実施形態においては、画像再構成後の輝度値を用いて穿刺術支援処理を実
行した。これに対し、画像再構成前のＲＡＷデータを用いて穿刺術支援処理を実行するよ
うにしてもよい。
【００６８】
　（３）上記各実施形態においては、穿刺術において穿刺針を顕著に映像化する場合を例
示した。しかしながら、各実施形態に係る穿刺術支援機能を用いて、穿刺針以外の手術或
いは治療器具（例えば、カテーテル、体内にはめ込まれたボルト、異物等）を積極的に映
像化することも可能である。すなわち、オブリーク角を積極的に制御し送受信方向を斜め
にしたスキャンを実行することで、超音波反射を増幅することができる対象物体であれば
、本実施形態の手法を適用して映像化することは可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
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　以上本発明によれば、穿刺術を行う場合において、生体組織及び穿刺針を良好且つ高画
質な画像にてモニタリング可能な超音波診断装置及び超音波診断装置制御方法を実現する
ことができる。
【符号の説明】
【００７０】
１…超音波診断装置、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１４…モニター、２１…
超音波送信ユニット、２２…超音波受信ユニット、２３…Ｂモード処理ユニット、２４…
ドプラ処理ユニット、２６…断面自動検出ユニット、２８…画像生成ユニット、２９…画
像合成ユニット２９…制御プロセッサ（ＣＰＵ）、３３…記憶ユニット、３５…インタフ
ェースユニット
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[问题]提供生物组织和穿刺针的有利和高质量的图像。 [解决方案]一种超
声波诊断装置，用于观察穿刺中受检者的穿刺针的位置和插入方向，该
装置包括：数据获取单元，通过执行第一超声波扫描获取多个第一超声
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设置处执行第二超声波扫描来获取多个第二超声波数据，并且通过在a处
执行第三超声波扫描来获取多个第三超声波数据。第三发送/接收设置;生
成使用第一超声波数据显示生物组织的组织图像的图像生成单元，基于
使用第二超声波数据和第三超声波数据的图像处理，生成显示穿刺针的
穿刺图像，并生成合成图像其中，使用组织图像和穿刺图像使生物组织
和穿刺针可视化。
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